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１．水道の基盤強化について 

 

ア．広域連携の推進 

○ 日本の水道は、98.1%（令和元年度末時点）の高い普及率に達し、国民の生活の基盤として必要

不可欠なものとなっている。その一方で、水道施設の老朽化の進行、耐震化の遅れ、多くの水道

事業者が小規模で経営基盤が脆弱、計画的な更新のための備えが不足といった課題に直面し、将

来にわたり安全な水の安定供給を維持していくためには、水道の基盤強化を図ることが重要であ

る。 

○ 1,321 の上水道事業の内、給水人口５万人未満の中小規模の事業者は 897 と多数存在してい

る(令和元年度水道統計)。特に人的体制や財政基盤が脆弱な中小規模の水道事業者において

は、将来にわたり持続可能な水道事業を運営するため、職員確保や経営面でのスケールメリッ

トの創出につながる広域連携の手法を活用し、経営基盤強化することが有効である。このた

め、令和元年 10月 1 日に施行された改正水道法において、広域連携の推進に関し、以下の事項

について規定された。 

・都道府県は水道事業者等の間の広域的な連携を推進するよう努めなければならない。 

・国は広域連携の推進を含む水道の基盤を強化するための基本方針を定めること。 

・都道府県は基本方針に基づき、関係市町村及び水道事業者等の同意を得て、水道基盤強化計   

画を定めることができる。なお、改正前の水道法第５条の２第１項の規定に基づく広域的水 

道整備計画は、水道基盤強化計画と発展的に統合することとする。 

・都道府県は、広域連携を推進するため、関係市町村及び水道事業者等を構成員とする広域的 

連携等推進協議会を設けることができる。 

○ また、「「水道広域化推進プラン」の策定について」（平成 31 年１月 25 日付け総財営第 85

号、生食発第 0125 第４号総務省自治財政局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官

通知）を発出し、各都道府県に対し、水道広域化推進プランを令和４年度末までに策定するよう

要請した。さらに「水道事業における広域化のさらなる推進について」（令和２年 12 月 23 日付

け総務省自治財政局公営企業経営室、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室事務連

絡）を発出し、広域化推進プラン策定に関する基本的な考え方や具体的な記載事項を示し、策定

の推進を図っている。併せて、令和元年度から、広域課推進プランの策定状況について都道府県

に対し総務省と共同でヒアリングを行い、策定状況の把握に努めている。なお、令和３年 11 月

時点で５府県が策定を完了している。 

 

イ．官民連携の推進 

○  政府全体の取組として、水道についても、利用人口の本格的な減少の中で、安定的な経営を

確保し、効率的な整備・管理を実施するため、地域の実情に応じて、事業の広域連携を行うと

ともに、多様な官民連携の活用を検討することが求められている。官民連携は、単に経費節減
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の手段としてではなく、水道事業の持続性、公共サービスの質の向上に資するものとしても捉

えるべきであり、水道事業及び水道用水供給事業を担う地方公共団体においては、それぞれの

置かれた状況に応じ、長期的な視点に立って、優れた技術、経営ノウハウを有する民間企業や、

地域の状況に精通した民間企業との連携を一層図っていくことが、事業の基盤強化に有効な方

策の一つとして考えられる。 

水道事業及び水道用水供給事業における官民連携には、個別の業務を委託する形のほか、複

数の業務を一括して委託する包括業務委託や、水道の管理に関する技術上の業務について、水

道法上の責任を含め委託する第三者委託、DBO、PFI の活用など様々な連携形態がある。さらに、

改正水道法において、水道の基盤の強化のための手法の一つとして、多様な官民連携の選択肢

を広げる観点から、PFI 法に基づくコンセッション方式について、公の関与を強化し、地方公

共団体が水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、厚生労働大臣の許可を受けて、水道施

設の運営権を民間事業者に設定できる方式を実施可能としたところである。宮城県では、改正

水道法に基づく許可を受け、水道分野では初となるコンセッション事業が令和４年４月から開

始される予定である。 

厚生労働省では、新たなコンセッション方式の許可に関する審査についての基本的な考え方

を示した「水道施設運営権の設定に係る許可に関するガイドライン」の策定や、官民連携手法

について、各手法の特徴や、導入に当たって検討すべき事項等を解説した「水道事業における

官民連携に関する手引き」の改訂を行い、新たなコンセッション方式等の活用を周知している

ところである。 

 

ウ. 適切な資産管理 

○  改正水道法では、適切な資産管理を進める観点から、水道事業者等は、水道施設を良好な状

態に保つため、これを維持し、修繕しなければならないこととされている。また、水道施設台

帳を作成し保管するとともに、水道施設の計画的な更新に努め、その事業の収支の見通しを作

成し、公表するよう努めなければならないこととされている（水道施設台帳の作成・保管義務

については、令和４年 10 月１日より適用）。 

   厚生労働省では、管路更新に係る交付金等による財政的支援に加え、｢水道事業におけるア

セットマネジメントの手引き｣や｢水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライ

ン｣の作成・周知などの技術的支援を行っている。また、インフラメンテナンスの高度化や効率

化に資する新技術の導入を促している。 

 

エ．その他事項 

○ CPS/IoT の活用 

CPS/IoT などの先端技術の活用により、自動検針や漏水の早期発見といった「業務の効率化」に加  

え、ビッグデータの収集・解析による配水の最適化や故障予知診断などの「付加効果の創出」が見込
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まれ、水道事業の運営基盤強化につながるものと考えられる。 

厚生労働省では、先端技術を活用して科学技術イノベーションを指向するモデル事業に対する財

政支援を実施しているともに、令和３年度より、簡易水道事業者も支援対象とする制度拡充を行ったと

ころである。また、経済産業省とも連携し、従来の水道事業のシステム機器の課題であったベンダロッ

クイン解消を推進し、水道のデータを横断的かつ柔軟に利活用できる仕組みである「水道情報活用シ

ステム」の導入支援を進めている。 

 

○ 健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供に

ついて 

厚生労働省では、「飲料水健康危機管理実施要領」を策定し、飲料水を原因とする国民の生

命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の

適正を図ることとしており、「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水

質事故等に関する情報の提供について」（平成 25 年 10 月 25 日健水発 1025 第１号（令和２年

２月 27 日一部改正）厚生労働省健康局水道課長通知） により、危機管理の適正な実施及び水

道施設への被害情報や飲料水に関する水質事故などについて厚生労働省への報告をお願いし

ている。また、「水道の断減水状況の報告について」(昭和 54年 3 月 23 日付け環水第 39号厚

生省環境衛生局水道環境部長通知(以下「昭和 54年部長通知」という。))により、渇水、風水

害、地震等による断減水状況についても、厚生労働省へ報告をお願いしている。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 都道府県及び水道事業者等におかれては、改正水道法及び関係政省令、平成 28 年３月２日の

２つの通知、平成 31 年１月 25 日の通知、令和元年９月 30 日の施行通知、基本方針や各種手引

き、ガイドライン、各種会議資料等を踏まえ、引き続き水道の基盤強化のために必要な対応をお

願いする。 

  ・水道事業者等においては、引き続き自らの事業基盤の強化を進めていただきたい。 

・都道府県においては、広域連携の推進役として、水道事業者間、水道用水供給事業者間、水

道事業者と水道用水供給事業者との間の調整を行うとともに、水道事業者等が行う事業基

盤の強化に関し、情報の提供及び技術的な援助を行っていただきたい。加えて、令和４年度

までの「水道広域化推進プラン」の策定やその内容を引き継いだ「水道基盤強化計画」の策

定に努められたい。 

・官民連携の推進については、コンセッション方式をはじめ多様な連携形態があるところ、水

道事業者等においては、地域の実情に応じた適切な形態の官民連携の導入に積極的に取り

組まれたい。また、導入に当たってのご相談等があれば、ご連絡いただきたい。 

 

- 5-



 

○  水道施設台帳の作成・保管義務が令和４年 10 月１日より適用されることに鑑み、水道施設

台帳が未作成の水道事業者等においては、期限までに作成いただきたい。また、都道府県にお

いては、認可対象の水道事業者等のうち水道施設台帳が未作成のものに対して、作成を促して

いただきたい。 

 

○  厚生労働省では、平成 29 年度より「水道の基盤強化のための地域懇談会」を開催してきたが、

令和元年 10 月に改正水道法が施行されたことから、令和２年度からは従来の地域ブロック単位

ではなく都道府県単位の開催とした。各都道府県におかれては、今後とも地域懇談会の開催に

向けての協力をお願いする。 

 

○ 都道府県においては、水道広域化推進プランにおける具体的な記載事項として「デジタル化の

推進に関する事項を盛り込むことができるよう検討する」とされていることも踏まえ、水道事業

者等による「水道情報活用システム」等の CPS/IoT の活用に係る取組の検討に当たり、厚生労働

省 Web サイト内の「CPS/IoT の活用」のページも参考にしつつ、情報の提供及び技術的な援助を

行うようお願いする。 

 

○ 平成 25 年 10 月 25 日の課長通知により、①｢飲料水健康危機管理実施要領｣により引き続き危

機管理の実施をお願いするとともに、②風水害、地震等の自然災害や一定規模以上の事故等によ

る水道施設への被害及び水質事故等に関して、所定の様式、方法にて厚生労働省への報告をお願

いする。 

 

○ 新型コロナウイルス感染症について、「オミクロン株の感染流行に対応した水道事業運営の維

持・継続について」（令和４年１月 20 日付け事務連絡）等により、各水道事業者等に対し、事

「水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドライン（改訂版）」（平成 21 年２月厚

生労働省健康局水道課）等を参考に、水道事業の維持・継続に向けた適切な対応をお願いしてい

るところであるため、各都道府県におかれては、これに対する特段の配慮をお願いする。 

 

○ 令和３年 10 月３日に発生した和歌山市の水管橋崩落事故を受け、全国の水管橋の点検状況等

について緊急調査を行い、全国の水道事業者等に対し、水管橋の点検を含む維持・修繕の適切な

実施について要請するとともに、点検や修繕について｢検討中｣や｢実施予定｣と回答された水道事

業者等においては、水道法第２２条の２に基づき、水管橋の点検を含む維持・修繕について着実

に実施していただくようお願いしているため、各都道府県におかれては、これに対する特段の配

慮をお願いする。 
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○ 「水道管塗料の不適正な認証取得次案に伴う工事への対応について」（令和４年１月 24 日付

け事務連絡）により、神東塗料株式会社が不適正に取得していた事案を受けて、国庫補助事業の

年度内完了に影響が見込まれる場合は、早急に各地方財務局に相談いただき、必要に応じて繰越

手続きをお願いしているため、遺漏無きようご対応と周知をよろしくお願いいたします。 
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２．水道施設の災害対策について 

 

〇 令和元年９月の房総半島台風では、送電線鉄塔や電柱の倒壊に伴う大規模な停電等によ

り、浄水場等水道施設の運転が停止し、千葉県、東京都、静岡県内の３都県 27 事業者におい

て、９月９日から最大約 14 万戸の断水が発生した。発災後は、千葉県水道行政が主体となっ

て調整し、千葉県内の水道事業者等から給水タンク車や人員が派遣され、応急給水活動を実

施するとともに、電源車や可搬式発電機の配備による電源確保や復電により応急復旧活動を

実施した。これらの応急復旧活動により、９月 25 日までに被災地全域で断水が解消した。 

 

○ 令和２年７月豪雨では、土砂崩れに伴う管路破損や原水の濁度上昇等により、熊本県、大

分県、長野県、岐阜県、山形県など 17県 46 事業者において、７月４日から最大約３万８千

戸の断水が発生した。発災後は、九州の水道事業者等から給水タンク車や人員が派遣され、

応急給水・応急復旧活動を実施した。これらの応急復旧活動により、８月 28 日までに被災地

全域で断水が解消した。 

 

○ 令和３年１月７日からの大雪等では、給水管の凍結・破損による漏水事故が多発し、その

漏水の影響で配水池の水位が低下する等により、西日本を中心に 13 府県 26 事業者におい

て、１月８日から最大約１万６千戸の断水が発生し、応急給水・応急復旧活動により１月 15

日までに断水が解消した。なお、近年では、大雪・寒波の影響で、平成 30 年１月下旬には北

陸地方中心に最大約３万１千戸、同年２月初旬には中国・四国地方中心に最大約４千７百戸

の断水が発生している。 

 

○ 令和３年２月 13 日に発生した福島県沖を震源とする地震では、緊急遮断弁作動や管路破損

等により、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の４県 20 事業者において、２月 14 日から最大

約２万７千戸の断水が発生した。発災後は、東北の水道事業者等から給水タンク車や人員が

派遣され、応急給水・応急復旧活動を実施した。これらの応急復旧活動により、２月 18 日ま

でに被災地全域で断水が解消した。 

 

○ 令和３年７月の東海地方・関東地方南部を中心とした大雨では、土砂崩れに伴う管路破損

や水道施設の浸水等により、静岡県、愛知県、鳥取県、島根県、広島県、愛媛県、鹿児島県

の７県 12事業者で計約 2,600 戸の断水が発生した。特に、静岡県熱海市において大規模な土

砂災害が発生し、土石流に伴う配水池の損壊等により応急復旧に時間を要したが、配水系統

のネットワーク化により、被災していない別ルートからの給水等実施し応急的な断水解消が

図られた。配水管等の復旧により、７月 21 日までに断水が解消している。 
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○ 令和３年８月の西日本を中心とした大雨では、土砂崩れに伴う管路破損等により、静岡

県、島根県、広島県、長崎県、熊本県の８県 25事業者で計約 5,500 戸の断水が発生した。配

水管等の復旧により、8月 23 日までに断水が解消している。 

 

○ 近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、南海トラフ地震等の大規模地震

が切迫している状況等を踏まえ、３年間で特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策をとり

まとめた「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（以下、「３か年緊急対策」と

いう。）の推進に引き続き、耐災害性強化対策等の更なる加速化・深化を図るため、政府全体

で「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（以下、「５か年加速化対策」とい

う。）を策定した。５か年加速化対策では、基幹管路の耐震適合率を 2025 年度までに 54%以

上、2028 年度末までに 60％以上に引き上げる目標を達成するため、３か年緊急対策で定めた

耐震化のペース（例年の 1.5 倍）を維持するとともに、重要度の高い浄水場・配水場の耐震

化率を 2025 年度までにそれぞれ 41%以上（令和元年度：32.8%）、70％以上（令和元年度：

58.6%）に引き上げるという地震対策に加え、2,000 戸以上の給水を受け持つなど影響が大き

い浄水場に対し、自家発電設備の設置等の停電対策実施率を 2025 年度までに 77%以上（令和

元年度：67.7%）、土砂流入防止壁の設置等の土砂災害対策実施率を 2025 年度までに 48%以上

（令和元年度：42.6%）、防水扉や止水堰の設置等の浸水災害対策実施率を 2025 年度までに

59%以上（令和元年度：37.2%）引き上げる対策に取り組むこととしている。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 「水道における『防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策』の実施について」

（令和３年２月２日付け薬生水発 0202 第３号厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長通知）に

より、水道施設の停電・土砂災害・浸水災害対策等の耐災害性強化対策及び管路の一層の耐

震化対策を施設整備計画等に位置づけるなど、引き続き水道施設の強靱化に関する取組を進

めるよう求めているので、これが推進されるよう、引き続き、特段のご配意をお願いする。 

 

○ また、５か年加速化対策として集中的な対策が必要と位置づけられた水道施設を管理する

水道事業者等に対しては、都道府県を通じて、今後、対策の実施に関する進捗状況の調査を

行う予定であるため、御協力をお願いする 

 

○ 昨今の情勢を踏まえると、サイバー攻撃事案のリスクが高まっていると考えられる。令和４   

年３月１日付けにて内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター、厚生労働省を含めた関係省  

庁より『サイバーセキュリティ対策強化について（注意喚起）』により、サイバーセキュリテ

- 19-



ィ対策の強化についてお願いしているところ。水道分野においても水道事業者等や関係団体に対

し注意喚起を行っており、都道府県におかれてもご注意いただきたい。 
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主な地震による被害

主な大雨等による被害主な大雨等による被害

近年の自然災害による水道の被害状況

地 震 名 等 発 生 日 最大震度 地震規模(Ｍ) 断水戸数 断水継続期間

阪神・淡路大震災 平成７年１月17日 ７ 7.3 約 130 万戸 約３ヶ月

新潟県中越地震 平成16年10月23日 ７ 6.8 約 13 万戸 ※約１ヶ月

能登半島地震 平成19年３月25日 ６強 6.9 約 1.3 万戸 14日

新潟県中越沖地震 平成19年７月16日 ６強 6.8 約 5.9 万戸 20日

岩手・宮城内陸地震 平成20年６月14日 ６強 7.2 約 5.6 千戸 ※18日

東日本大震災 平成23年３月11日 ７ 9.0 約 256.7 万戸 ※約５ヶ月

長野県神城断層地震 平成26年11月22日 ６弱 6.7 約 1.3 千戸 25日

熊本地震 平成28年４月14・16日 ７ 7.3 約 44.6 万戸 ※約３ヶ月半

鳥取県中部地震 平成28年10月21日 ６弱 6.6 約 1.6 万戸 ４日

大阪府北部を震源とする地震 平成30年６月18日 ６弱 6.1 約 9.4 万戸 ２日

北海道胆振東部地震 平成30年９月６日 ７ 6.7 約 6.8 万戸 ※34日

福島県沖の地震 令和３年２月13日 ６強 7.3 約 2.7 万戸 ６日

時期・地域名 断水戸数 断水継続期間

平成30年１～２月 寒波による凍結被害（北陸地方、中国四国地方） 約 3.6 万戸 12日

平成30年７月 豪雨（広島県、愛媛県、岡山県等） 約 26.3 万戸 38日

平成30年９月 台風第21号（京都府、大阪府等）
台風第24号（静岡県、宮崎県等）

約 1.6 万戸
約 2.0 万戸

12日
19日

令和元年９月 房総半島台風(千葉県、東京都、静岡県） 約 14.0 万戸 17日

令和元年10月 東日本台風（宮城県、福島県、茨城県、栃木県等） 約 16.8 万戸 33日

令和２年７月 豪雨（熊本県、大分県、長野県、岐阜県、山形県等） 約 3.8 万戸 ※56日

令和３年１月 令和３年１月７日から大雪等（西日本等） 約 1.6 万戸 ８日

※家屋等損壊地域、全戸避難地区、津波地区等を除く※令和３年の7月1日から3日の東海地方・関東地方南部を中心とした大雨は静岡県中心に最大約2,600戸、同年８月の豪雨は西日本中心に最大約5,400戸の断水

令和元年房総半島台風による水道の被災・復旧状況

○令和元年房総半島台風に伴う浄水場等の停電などにより水道施設の運転が停止し、千葉県、
東京都、静岡県内の27事業者、約139,700戸で断水被害が発生。

○停電により水道施設が稼働停止し、地域によっては復電に時間を要したため断水が長期化した。

電源車や発電機の配備により早期に復旧できた施設もあるが、応援できる数に限りがあったほ

か、地域によっては道幅が狭く配備できない箇所があった。

○非常用発電設備の設置などの停電への備えや配水系統のネットワーク化等により、災害に強い

強靱な水道の構築が急務である。

電源車の配備

被災状況（配水場門扉付近）
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○令和２年７月豪雨による土砂崩れに伴う管路破損や原水の濁度上昇等により、熊本県、大分県、
長野県、岐阜県、山形県など計17県で計約38,000戸の断水被害が発生。特に、基幹管路を添架し

た橋梁の流出やアクセス道路の崩壊により応急復旧に時間を要したため断水が長期化したほか、
塩素消毒のみの浄水処理方式では原水濁度が正常に戻るまで断水が継続した。

○配水系統のネットワーク化により、被災していない別ルートからの給水や、地下水等の予備水源
を活用できた事業者においては、断水回避や比較的早期の断水解消が図られた。

送水管を添架していた沖鶴橋の流出
（熊本県球磨村）

河川氾濫で浸水した取水井戸
（山形県雄花沢市）

土砂崩れ等で破損した取水施設
（熊本県八代市）

断
水
戸
数

（戸）

8/28
断水解消

令和２年７月豪雨による水道の被災・復旧状況

令和３年１月７日からの大雪等による水道の被災・復旧状況

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日

九州３県（福岡、長崎、大
分）
中四国６県（島根、岡山、広
島、山口、徳島、高知）
京都府

岐阜県

新潟県

最大断水戸数
16,113戸

断
水
戸
数

（戸）

1/15
断水解消

○令和３年１月７日からの大雪等により、給水管が凍結し、破損・漏水が発生。それに伴い、
給水量が増加し、配水池等の水位が低下したため、西日本を中心とした26事業者で計約
16,000戸の断水被害が発生。

○給水管等の復旧により、１月15日までに断水が解消。
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福島県沖の地震による水道の被災・復旧状況

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日

宮城県（７事業者）

福島県（９事業者）

茨城県（１事業者）

栃木県（３事業者）

最大断水戸数
26,562戸

断
水
戸
数

（戸）

2/18
断水解消

○令和３年２月13日福島県沖にてマグニチュード7.3（暫定値）最大震度６強の地震によ
り、緊急遮断弁作動及び配水管の破損等に伴い、宮城県、福島県など計４県20事業者
で計約27,000戸の断水が発生。（うち、緊急遮断弁作動16,124戸、配水管破損等9,362
戸、停電1,076戸）

○配水管等の復旧により、２月18日までに断水が解消。

令和３年７月1～3日の東海地方・関東地方南部

を中心とした大雨による水道の被災・復旧状況

○令和３年７月、東海地方・関東地方南部を中心とし
た大雨による土砂崩れに伴う管路破損や水道施設
の浸水等により静岡県、愛知県、鳥取県、島根県、
広島県、愛媛県、鹿児島県の７県12事業者で計約
2,600戸の断水が発生。

○特に、静岡県熱海市において大規模な土砂災害
が発生し、土石流に伴う配水池の損壊等により応急
復旧に時間を要した。配水系統のネットワーク化によ
り、被災していない別ルートからの給水等実施し応急
的な断水解消が図られた。

○配水管等の復旧により、７月21日までに断水が解消。

令和３年（2021年）８月の大雨による

水道の被災・復旧状況

○令和３年８月、西日本を中心とした大雨による土砂
崩れに伴う管路破損等により、長野県、静岡県、島
根県、広島県、山口県、高知県、長崎県、熊本県の８
県25事業者で計約5,500戸の断水が発生。

○配水管等の復旧により、8月23日までに断水が
解消。

配水管を添架していた道路橋の流出
（長野県上松町）

土砂崩れ等で破損した配水施設
（静岡県熱海市）

令 和 ３ 年 7 月 1 日 か ら 3 日 の 東 海 地 方 ・ 関 東 地 方 南 部 を 中 心 と し た大 雨
及 び 令 和 ３ 年 ８ 月 の 大 雨 によ る 水 道 の 被 災 ・ 復 旧 状 況
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水道における「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」について

○ 近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、南海トラフ地震等の大規模地震が

切迫している状況等を踏まえ、取組の更なる加速化・深化を図るため、政府において「防災・減
災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（以下、「５か年加速化対策」という。）を策定

○ ５か年加速化対策の趣旨を踏まえ、引き続き、水道施設の強靱化に関する取組を要請

水道施設の再点検 （令和元年11月）

省令※で定める技術的基準への適合状況について再点検するとともに、水道施設の強靱化に関するより一層の積極的な取組
財政支援の活用を含め、緊急対策の早期実施 ※ 水道施設の技術的基準を定める省令

水道事業者等に対し、以下の対応を要請 （平成31年2月25日付け水道課長通知「水道における緊急対策の実施について」）

「国土強靱化基本計画」
(平成30年12月) 「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の策定

• 特に緊急に実施すべき対策を、2020年度までの３か年で集中的に実施

３か年緊急対策の推進
進捗フォローアップ

「防災・減災、国土強靱化のための
５か年加速化対策」の策定

• 耐災害性強化対策等を、2025年度までの５か年で重点的・集中的に実施
• 水道では、水道施設の耐災害性強化対策及び管路の耐震化対策の強化

水道施設の耐災害性強化対策及び管路の一層の耐震化対策を施設整備計画等に位置づけるなど、引き続き水道施
設の強靱化に関する取組を進めること
５か年加速化対策の実施にあたり財政支援の活用を検討すること

水道事業者等に対し、以下の対応を要請
（令和３年2月2日付け水道課長通知「水道における「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の実施について」）

今後、加速化対策に位置づけられた施設を管理する水道事業者等に対し、対策の進捗状況を毎年調査予定

台風第15号・第19号（令和元年）による被災

水道施設（浄水場等）の耐災害性強化対策

概 要： 近年頻発する豪雨等に伴い発生する停電・土砂災害・浸水災害や、大規模地震等により給水停止のおそれが強
く、かつ重要度の高い浄水場※等に対し、非常用自家発電設備の整備や耐震補強等の各種対策工事を施すこと
により、国民生活や産業活動に欠かせないライフラインである水道の耐災害性を強化し、災害による大規模かつ
長期的な断水のリスクを軽減する。 ※病院等の重要給水施設に至るルート上にある施設

府省庁名： 厚生労働省

停電対策（非常用自家発電設備の整備等） 土砂災害対策（土砂流入防止壁の整備等）

非常用自家発電設備のイメージ 土砂流入防止壁等のイメージ

都道府県・市町村等の水道事業者及び水道用水供給事業者

浸水災害対策（防水扉の整備等）

浸水対策のイメージ

地震対策（耐震補強等）

浄水場耐震化工事のイメージ

◆実施主体

70-1

本対策による達成目標

◆中長期の目標

2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場のうち、対策が必要な施設等について耐災害性強化対策
を図ることにより、災害による大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減する。

◆中長期の目標

◆中長期の目標 ◆中長期の目標 浄水場、配水場の耐震化率

2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場の停電対策実施率

現状：67.7％（令和元年度）
中長期の目標：77％（令和７年度）

本対策による達成目標の引き上げ
73％ → 77％（令和７年度）

◆５年後（令和７年度）の状況

同上

◆５年後（令和７年度）の状況 ◆５年後（令和７年度）の状況

◆５年後（令和７年度）の状況

2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場で
土砂警戒区域内にある施設の土砂災害対策実施率

現状：42.6％（令和元年度）
中長期の目標：48％（令和７年度）

本対策による達成目標の引き上げ
43％ → 48％（令和７年度）

同上

2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場で
浸水想定区域内にある施設の土砂災害対策実施率

現状：37.2％（令和元年度）
中長期の目標：59％（令和７年度）

本対策による達成目標の引き上げ
55％ → 59％（令和７年度）

同上 同上

※令和８年度以降の数値目標については、進捗状況を踏まえ再度検討することとする。

○浄水場
現状：30.6％（平成30年度）
中長期の目標：41％
本対策による達成目標の引き上げ
31％ → 41％（令和７年度）

○配水場
現状：56.9％（平成30年度）
中長期の目標：70％（令和７年度）

本対策による達成目標の引き上げ
57％ → 70％（令和７年度）
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上水道管路の耐震化対策

概 要： 地震災害等で破損した場合に断水影響が大きい上水道の基幹管路（導水管・送水管・配水本管）について、耐震
化等の対策を強力に推進することにより、国民生活や産業活動に欠かせないライフラインである水道の耐災害
性を強化し、災害等による大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減する。

府省庁名： 厚生労働省

都道府県・市町村等の水道事業者及び水道用水供給事業者

断面図（耐震継手）

！

突部がロックリ
ングに当たり管
の抜け出しを
防ぎます！

断面図（耐震継手）

耐震性の高い管路の例

耐震管の布設イメージ
大阪府北部を震源とする地震に

おける送水管の破損現場

基幹管路の耐震性強化等を図ることにより、地震等によ
る大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減する。

全国の基幹管路の耐震適合率
現状：40.3％（平成30年度）

中長期の目標：60％（令和10年度）
本対策による達成目標の変更
50 ％（令和４年度）→ 60 ％（令和10年度）

※基幹管路の耐震化のペースを緊急対策前の約1,300㎞／年
から約2,000㎞／年に加速化させる対策を引き続き実施

◆中長期の目標

◆５年後（令和７年度）の状況

達成目標:54％

◆実施主体

70-2

本対策による達成目標
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３．水道事業関係予算について 

 

○ 水道は災害時においても安定した給水を確保することが求められるライフラインであり、その

普及率は令和元年度末現在で 98.1％に達している。一方で、その多くが高度経済成長時代の 1970

年代に集中整備されたものが多く、施設の老朽化の進行や管路の耐震化率の低さ（平成 30 年度

末で 40.3％）が課題となっている。また、人口減少等により料金収入が減少していることから、

水道施設の耐震化・老朽化対策の推進を図る上でも、広域化の推進等による運営基盤の強化が喫

緊の課題となっている。 

 

○ これらの課題に対応するため、水道施設及び保健衛生施設等の耐震化や水道事業の広域化に関

する施設整備をより効果的に支援することを目的として、平成 26 年度補正予算で、都道府県が

地域の実情に応じて各事業者に配分できる生活基盤施設耐震化等交付金を創設し、以後、支援策

の充実を図ってきた。 

 

○ また、令和２年 12月 11 日に閣議決定された「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化

対策」（以下「加速化対策」という。）において、水道施設の耐災害性強化対策及び上水道管路

の耐震化対策の加速化・深化を図るため、新たに中長期目標を掲げ、令和３年度から令和７年度

までの５年間で重点的・集中的に対策を講じることとしている。具体的には、 

・2,000 戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場の停電対策実施率については、 

67.7％（令和元年度）から 77％（令和７年度）に引き上げ 

・影響が大きい浄水場で土砂警戒域内にある施設の土砂災害対策実施率については、 

42.6％（令和元年度）から 48％（令和７年度）に引き上げ 

・影響が大きい浄水場で浸水想定区域内にある施設の浸水災害対策実施率については、 

37.2％（令和元年度）から 59％（令和７年度）に引き上げ 

・浄水場の耐震化率については、30.6％（平成 30 年度）から 41％（令和７年度）に引き上げ 

（供給能力ベース） 

・配水場の耐震化率については、56.9％（平成 30 年度）から 70％（令和７年度）に引き上げ 

（有効容量ベース） 

・基幹管路の耐震適合率については、40.3％(平成 30 年度)から 54％(令和７年度)に引き上げ 

を図り、大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減させることとした。 

 

○ 水道施設の整備に関する令和４年度予算案については、他府省計上分と合わせて、387 億円を

計上しており、令和３年度予算（390 億円）と合わせた施設整備費の総額では 777 億円となって
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いる。 

 

○ 令和３年度補正予算においては、２年目となる加速化対策に基づく水道施設の耐災害性強化や、

令和３年 10 月に発生した和歌山市での水管橋の崩落事故を受けた水管橋に係る対策などの水道

事業の基盤強化を推進するために必要な経費を計上している。 

 

○ また、令和４年度当初予算案においては、生活基盤施設耐震化等交付金等の支援策を拡充し、

広域化の推進に資する補助メニューを創設することで水道の基盤強化を図ることとしている。 

①広域化に伴う水道施設（浄水場及び配水池）の撤去費用 

  ・広域化に伴い施設の統廃合を行う場合、新たに整備する水道施設と関連性・連続性がある廃    

止する水道施設（浄水場及び配水池）の撤去費用について、財政支援を行う。  

②広域化に伴い特定簡易水道事業に該当する場合の経過措置 

・広域化（経営の一体化）に伴い、簡易水道事業が特定簡易水道事業に該当することになった

場合において、一定期間に限り、引き続き簡易水道施設国庫補助金等の対象とする経過措置

を設ける。 

③新技術に対する支援 

    ・ＩｏＴを用いないが、事業の効率化や付加価値の高い水道サービスの実現を図るための新技

術の導入事業について、補助対象に加える。 

④旧簡易水道施設の施設整備の支援拡充 

    ・旧簡易水道事業の施設整備について、地方財政措置の対象要件を満たす簡易水道事業を統合

した上水道事業を補助対象に加える 

 

○ 東日本大震災に係る水道施設災害復旧費については、令和４年度予算案として、各自治体の復

興計画において、令和４年度に予定されている施設の復旧に必要な経費の財政支援を行うため、

復興庁に３億円を一括計上している。 

 

 

都道府県等に対する要請  

                                                                                

○ 生活基盤施設耐震化等交付金については、都道府県が取りまとめた事業計画に基づき、都道府

県が地域の実情に応じて各事業者に交付することとなっていることから、加速化対策に基づく耐
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災害性強化や水道事業の広域化等に取り組み、持続可能かつ強靱な水道が構築されるよう、地域

の実情に応じて弾力的に配分を行うなど、引き続き積極的な取組とご協力をお願いする。 
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水道施設整備事業メニュー 一覧

水道施設整備費補助金（公共）

【事業メニュー】
○ 簡易水道等施設整備費補助
・布設条件の特に厳しい農山漁村における簡易水道の整備事業

○ 水道水源開発等施設整備費補助
・ダム等の水道水源施設整備事業
・水源水質の悪化に対処するための高度浄水施設整備事業
・「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」
を踏まえた非常用自家発電設備等の整備事業

【概要】
水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、安全で質が高い持続的な水道を確保するため、

その事業の施設整備に要する費用の一部を補助する。

生活基盤施設耐震化等交付金（非公共）

【主な事業メニュー】
○ 水道施設等耐震化事業
・水道施設の耐震化に資する施設整備（ ５か年加速化対策を踏まえた耐震化事業を含む。）

○ 水道事業運営基盤強化推進等事業
・水道事業の広域化に資する施設整備等

【概要】
地方公共団体が整備を行う水道施設の耐震化等を推進するため、都道府県にとって自由度が高く、創意工夫

を生かせる交付金制度を平成27年度に創設。
都道府県が取りまとめた水道施設の耐震化等に関する事業計画（生活基盤耐震化等事業計画）に基づく施設

整備に対して支援を行う。

＜参考：水道施設整備に対する財政支援の考え方＞
水道施設の整備については、地形や水源からの距離などの自然条件により施設整備費が割高となる等、経営条件が厳しい水道事業者が行う施設
整備事業に対して、その整備に要する費用の一部に対して財政支援を行っている。 1

令和４年度予算387億円（令和３年度当初予算395億円）
（令和３年度補正予算390億円）

令和４年度予算案：169億円（令和３年度当初予算：168億円）

令和４年度予算：218億円（令和３年度当初予算額：227億円）

（単位：百万円）

令和４年度水道施設整備関係予算（案）

区 分
令 和 ３ 年 度
予 算 額

令 和 ４ 年 度
予 算 （ 案 ）

対 前 年 度
増 △ 減 額

対 前 年 度
比 率 （ ％ ）

A B B-A B/A
［ 80,210 ］ ( 78,373)

水道施設整備費 41,210 39,373 △ 1,837 95.5

水 道 施 設 整 備 費 補 助

［ 25,749 ］ ( 19,361)

16,749 16,848 99 100.6

指 導 監 督 事 務 費 等

［ 87 ］ ( 88)

87 88 1 101.6

災 害 復 旧 費

［ 356 ］ ( 356)

356 356 0 100.0

耐 震 化 等 交 付 金

［ 52,704 ］ ( 58,291)

22,704 21,804 △ 900 96.0

東 日 本 大 震 災

［ 1,314 ］ ( 277)

1,314 277 △ 1,037 21.1

水道施設整備費
※災害復旧費（東日本含む）を除く

［ 78,540 ］ ( 77,740)

39,540 38,740 △ 800 98.0
注1）：厚生労働省、内閣府（沖縄）、国土交通省（北海道、離島・奄美、水資源機構）、復興庁計上分の総計。

注2）：百万円単位未満を四捨五入しているため、合計額は一致しない。

注3）：令和３年度予算額欄上段［ ］書きは、災害復旧費と東日本を除き、令和２年度第３次補正予算額を含んだ額。

注4）：令和４年度予算（案）欄上段（ ）書きは、災害復旧費と東日本を除き、令和３年度補正予算を含んだ額。
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水道施設整備費 年度別推移（平成22年度予算～令和４年度予算案）

広域化に伴い施設の統廃合を行う場合、新たに整備する水道施設と関連性・連続性がある廃止する水道施設（浄

水場及び配水池）の撤去費用について、財政支援を行う。

広域化（経営の一体化）に伴い、簡易水道事業が特定簡易水道事業に該当することになった場合において、一定期
間に限り、引き続き簡易水道施設国庫補助金等の対象とする経過措置を設ける。

旧簡易水道事業の施設整備について、地方財政措置の対象要件を満たす簡易水道事業を統合した上水道事業を補
助対象に加える。

ＩｏＴを用いないが、事業の効率化や付加価値の高い水道サービスの実現を図るための新技術の導入事業につい
て、ＩｏＴ活用推進モデル事業の対象に加える。

①広域化に伴う水道施設の撤去費用

②広域化に伴い特定簡易水道事業に該当する場合の経過措置

③新技術に対する支援

④旧簡易水道施設の施設整備

令和４年度予算案における主な制度改正案
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「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく水道の耐災害性強化

○ 平成30年7月豪雨災害等の最近の災害による生活への影響を鑑み実施された重要インフラの緊急点検の結果等を踏まえて
策定された「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30年12月14日閣議決定）に基づき、自然災害によ
り断水のおそれがある水道施設の停電対策・土砂災害対策・浸水災害対策及び水道施設・基幹管路の耐震化を集中的に推進

○ 近年激甚化する風水害や切迫する大規模地震への対策等について、更なる加速化・深化を図るために策定された「防災・
減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年12月11日閣議決定）に基づき、新たな中長期目標を掲げ、これら
耐災害性強化対策を加速化・深化させ、自然災害発生時の大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減する

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」
（令和３年度～令和７年度）

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」
（平成30年度～令和２年度）

●停電対策（自家発電設備の整備等）

土砂流入防止壁のイメージ

浸水災害対策のイメージ

配水池の耐震化工事
（内面からの壁・柱等の補強）

基幹となる浄水場（1事業体１施設。以下同じ）の
うち、停電により大規模な断水が生じるおそれ
がある施設

2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場
（1事業体１施設以上。以下同じ）の停電対策実施率

現状67.7％（令和元年度）⇒目標77％（令和７年度）

●土砂災害対策（土砂流入防止壁の整備等）

基幹となる浄水場のうち、土砂災害により大規
模な断水が生じるおそれがある施設

緊急対策実施箇所数： ９４ヵ所

2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場
で土砂警戒域内にある施設の土砂災害対策実施率

現状42.6％（令和元年度）⇒目標48％（令和７年度）

●浸水災害対策（防水扉の整備等）

基幹となる浄水場のうち、土砂災害により大規
模な断水が生じるおそれがある施設

緊急対策実施箇所数： １４７ヵ所

2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場
で浸水想定区域内にある施設の浸水災害対策実施率

現状37.2％（令和元年度）⇒目標59％（令和７年度）

●施設の地震対策（耐震補強等）

耐震性がなく、耐震化の必要がある水道施設

耐震化率の引き上げ（浄水場３％、配水場４％）

浄水場の耐震化率
現状30.6％（平成30年度）⇒目標41％（令和７年度）

配水場の耐震化率
現状56.9％（平成30年度）⇒目標70％（令和７年度）

●上水道管路の耐震化

基幹管路の耐震適合率の目標（令和４年度末まで
に50％）達成に向けて耐震化のペースを加速

基幹管路の耐震化率（加速化のペースを維持）

現状40.3％（平成30年度）⇒目標54％（令和７年度）
※達成目標の変更
50％（令和４年度）→60％（令和10年度）

緊急対策実施箇所数：１３９ヵ所
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１．水道水質管理 

（１）水道水質基準等の見直し 

 

○ 平成 15 年の厚生科学審議会答申に基づき、厚生労働省では常設の検討会を設置して、最新の

科学的知見を踏まえた水質基準等の逐次改正の検討を行っている。 

 

○ 最近の改正として、水質管理目標設定項目の農薬類の対象農薬リスト掲載農薬類２物質の目標

値の変更、要検討項目にペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）を新規に設定し、令和３年

４月１日に適用した。 

 

○ 令和３年６月 30 日に開催された令和３年度第１回水質基準逐次改正検討会において、内閣府

食品安全委員会による最近の食品健康影響評価の結果及び厚生労働科学研究の成果に基づき、対

象農薬リストに掲げる農薬類ホスチアゼートの目標値の見直し及びイプフェンカルバゾンの追

加、要検討農薬類クロロピクリンの目標値の設定、その他農薬類ウニコナゾールＰの目標値の見

直しについて議論された。 

 

○ これらについては、厚生科学審議会生活環境水道部会の審議を経て、令和４年４月１日より適

用予定である。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 水道水の安全確保のためには、水質基準項目のみにとどまらず、幅広く汚染物質の監視を行う

ことが望ましい。そのため、貴管下の水道事業者等に対し、引き続きその実態に応じて水質管理

目標設定項目等についても監視を行うよう周知指導方、特段のご配意をお願いする。 

 

○ 要検討項目について検査を行った場合には、当該検査結果を水質基準の逐次改正の検討に役立  

てるため、厚生労働省において毎年実施している水道水質関連調査を通じてデータの提供をお願

いする。 
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（２）耐塩素性病原生物対策の充実 

 

○ 水道水における耐塩素性病原生物（クリプトスポリジウム及びジアルジア）への対応について

は、「水道施設の技術的基準を定める省令」及び「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指

針」に基づき、原水の汚染のレベルに応じて、施設整備や原水の水質検査等を水道事業者等に行

っていただいているところである。令和元年５月 29 日に省令及び指針を改正し、地表水を原水と

する水道施設の耐塩素性病原生物対策として、濾過等の設備による濾過を行った上での紫外線処

理を新たに追加した。 

 

○ また、令和２年３月末時点で、全国の水道事業、水道用水供給事業及び専用水道の水道施設に

おいて耐塩素性病原微生物対策が未対応である施設の割合は、レベル４の施設で約 11％、レベル

３の施設で約 49％となっている。更に、原水の指標菌の検査が行われていないことにより、レベ

ルが不明である施設が全国で 1,217 施設存在している。 

 

○ 厚生労働省では、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づく対応が実施され

るよう、水道事業者等に対し、引き続き立入検査等で指導していく。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 耐塩素性病原生物対策が未対応である貴管下の水道事業者等に対して、指針等に基づく対応が

推進されるよう、周知指導方、特段のご配意をお願いする。 

 

○ 貴管下水道事業者等において、原水又は浄水等から耐塩素性病原生物が検出された場合は、水

質事故等に関する情報の提供を依頼している「健康危機管理の適正な実施並びに水道施設への被

害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」（平成 25 年 10 月 25 日健水発 1025 第１

号）に基づき、厚生労働省水道課あてに報告をお願いする。 
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（３）飲料水健康危機管理について 

 

○ 厚生労働省では、飲料水を原因とする国民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる

健康被害の発生予防、拡大防止等の危機管理の適正を図ることを目的として、平成９年に「飲料

水健康危機管理実施要領」(最終改正：平成 25年 10 月)を策定しているが、塩素消毒の不徹底や

耐塩素性病原生物による汚染等は毎年発生している。 

 

○ 飲料水の水質異常等の情報を把握した場合の厚生労働省への連絡方法については、「健康危機

管理の適正な実施並びに水道施設への被害情報及び水質事故等に関する情報の提供について」

（平成 25年 10 月 25 日健水発 1025 第１号）により通知している。 

 

○ また、必要に応じて摂取制限を行いつつ給水を継続することについて、「水質異常時における

摂取制限を伴う給水継続の考え方について」（平成 28 年３月 31 日生食水発 0331 第３号）にて

通知している。 

 

○ 水質汚染事故による健康被害の発生予防、拡大防止等危機管理に関する取組が適正かつ迅速に

行われるよう、水道事業者等及び都道府県に対して、水道水質管理に関する指導や水質汚染事故

発生時の連絡体制の確認等を徹底する。 

 

都道府県等に対する要請 
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○ 水質汚染事故による健康被害の発生予防、拡大防止等危機管理に関する取組が適正かつ迅速に

行われるよう、引き続き特段の配慮をお願いする。 

 

○ 貴管下の水道事業者において、飲料水に起因して健康被害が発生した可能性がある場合のほか、

健康に影響を及ぼすおそれのある水質異常が発生した場合（浄水の遊離残留塩素が 0.1 mg/L 未

満、一般細菌や大腸菌等の基準超過、健康に影響を及ぼすおそれのある物質の基準超過の継続、

摂取制限を伴う給水継続の実施、耐塩素性病原生物が原水等から検出された場合等）については、

直ちに厚生労働省に連絡するよう、改めて、緊急時の迅速・円滑な対応をお願いする。 
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（４）水安全計画について 

 

○ 厚生労働省は、水道水の安全性を一層高めるため、水源から給水栓に至る統合的な水質管理を

実現する手段として、世界保健機関（WHO）が提案している「水安全計画」の策定を推奨してい

る。平成 20 年 5 月には「水安全計画策定ガイドライン」を策定し、水安全計画を策定又はこれ

に準じた危害管理を徹底することが望ましい旨を、水道事業者等や関係行政部局に周知してきた。 

 

○ しかしながら、令和２年３月末時点での上水道事業及び水道用水供給事業の水安全計画の策定

状況は、策定済の事業者は 40.5％（平成 31 年３月末時点 35.9％）、策定中の事業者は 4.4％に

とどまっている。また、水安全計画を策定していない水道事業者等の中には、過去、水質事故に

見舞われているにもかかわらず事故対策マニュアルが整備されていない水道事業者が多数存在

していることが明らかになっている。 

 

○ 水安全計画の策定をより一層促進するため、平成 27 年６月に中小規模の水道事業者等の使用  

を念頭に「水安全計画作成支援ツール簡易版」を開発・公開しており、今後も計画の策定又はこ

れに準じた危害管理の徹底による安全な水供給の確保の推進を図っていく。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 貴管下の水安全計画未策定の水道事業者等に対して、計画の策定又はこれに準じた危害管理の
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徹底による安全な水供給の確保の指導をお願いする。また、水安全計画策定済の水道事業者等に

対しては、計画が常に安全な水を供給していく上で十分なものになっているかを定期的に確認し、

必要に応じて改善を行うよう指導をお願いする。 

 

（５）貯水槽水道について 

 

○ 貯水槽水道のうち有効容量が 10 ㎥を超えるもの（簡易専用水道）は、水道法において、その

設置者に対し、管理の状況について毎年１回以上の検査が義務づけられている。また、貯水槽水

道のうち簡易専用水道の規模要件に満たない小規模貯水槽水道は、水道法上検査の義務づけはな

いものの、「飲用井戸等衛生対策要領」（昭和 62 年１月策定）等に基づき水質検査を毎年１回

以上行う等、適切に管理することを求めている。 

 

○ 簡易専用水道の管理の検査受検状況は、近年は 80％前後で推移しており、令和元年度は 78.4％

であった。また、簡易専用水道の検査において指摘のあった施設の割合は 23.0％であり、特に衛

生上問題があったために所管する行政庁に報告された割合は 0.7％であった。 

 

○ 一方で、小規模貯水槽水道の検査受検状況は、近年は３％前後で推移しており、令和元年度は

3.5％であった。また、小規模貯水槽水道の検査において指摘のあった施設の割合は令和元年度

24.5％であり、特に対策の充実が急務となっている。 

 

○ 厚生労働省では、貯水槽水道（簡易専用水道及び小規模貯水槽水道）の管理の適正化を図るた

め、「貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進について」（平成 22 年 3 月 25 日付け厚

生労働省健康局水道課長通知)を発出し、都道府県等及び水道事業者に対し、貯水槽水道の衛生

確保の一層の推進を求めている。 

 

○ なお、貯水槽水道の指導監督に係る事務は、以前は都道府県、保健所設置市及び特別区が行っ

ていたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律」（平成 23年法律第 105 号）による水道法の改正により、平成 25 年４月１日以降は

すべての市に移譲されている。 

 

○ 令和３年９月には、保育園の簡易専用水道において水質基準を超過する一般細菌を検出し、因

果関係は不明であるが園内で５名の下痢症患者が確認された水質事故が発生するなど、貯水槽水

道の適切な管理が求められる。 

 

○ 厚生労働省では、引き続き各自治体の貯水槽水道の管理及び指導の実態を把握し、貯水槽水道
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の管理向上の推進を図っていく。 

 

都道府県等に対する要請 

 

○ 管理の適正化を図るため、「貯水槽水道の管理水準の向上に向けた取組の推進について」（平

成 22 年３月 25日付け健水発 0325 第６号、第８号)を発出し、都道府県に対し、貯水槽水道の所

在地情報を定期的に更新するとともに、水道事業者に対し衛生行政部局から貯水槽水道の所在地

の情報提供等の協力要請があった場合には所要の協力を行うようお願いしている。都道府県及び

市においては、水道事業者と連携しつつ、貯水槽水道の設置箇所の把握や設置者に対する指導等

を推進するよう、引き続き特段の配慮をお願いする。 

 

○ また、都道府県においては、権限移譲先の市において円滑に事務が執行されるよう、市移譲先

部局と情報を共有するなど積極的な連携体制を図るとともに適切な助言を行うよう、引き続きよ

ろしくお願いする。 
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１．水道事業者等への指導監督について 

 

○ 厚生労働省では、平成 13 年度から、厚生労働大臣認可の水道事業者等を対象に、水道法第 39

条の規定に基づく立入検査を実施しており、水道技術管理者の従事・監督状況等の水道法に規定

する事項の遵守状況や、自然災害やテロ等危機管理対策の状況、中・長期的な視点に立った水道

施設の計画的な更新、改良、耐震化の状況等を確認している。 

   

○ 令和２年度は、延べ 31 の水道事業者等（第三者委託先を含む。）に対して立入検査を実施し、

文書での指摘を延べ 69件、口頭での指摘を延べ 85 件行った。今年度は、新型コロナウイルス感

染症拡大に伴い令和２年度から令和３年度に持ち越しとなった４の水道事業者に対して立入検

査を実施したところである。 

 

○ 立入検査の結果については、取りまとめの上、厚生労働省水道課ホームページで公表してきた

が、令和元年度より、指摘対象の水道事業者等における好事例を併せて公表している。 

 

都道府県等に対する要請  

                                                                                

○ 都道府県においても、上記の状況を御承知の上、管下水道事業者等への指導監督のより一層の

充実をお願いする。 

 

○ 国認可の水道事業者等に対しては、長年、立入検査を実施していない事業者を中心に、立入検

査を活用した指導・助言等を行っているところである。都道府県におかれても、管下水道事業者

等に対し、計画的な指導監督をお願いする。 
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２．水道分野における国際貢献 

 

○ 国連ミレニアム開発目標（MDGs）では、安全な飲料水を利用できない人口の割合を、1990 年を

基準として 2015 年までに半減することが掲げられ、我が国としても、達成に向け取り組んでき

たところ、同目標は 2010 年に達成された。今後は、新たに掲げられた持続可能な開発目標(SDGs)

の目標６「2030 年までに、すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」

の達成に向けて、継続的な支援が求められている。 

   

○ 日本経済の再生に向けて、平成 24 年 12 月に設置された日本経済再生本部において「我が国の

世界最先端インフラシステムの輸出を後押しする」ことが決定され（Ｈ25.１）、実現に向けた

具体的な検討のための関係閣僚会議として経協インフラ戦略会議が設置された（Ｈ25.３）。同

会議において決定されたインフラシステム輸出戦略（Ｈ25.５）では、新たなフロンティアとな

るインフラ分野として「水道分野」が選定された（Ｈ28.５）。令和２年 12 月には、2021 年から

５年間の新目標を掲げた新戦略「インフラシステム海外展開戦略２０２５」が策定された。 

 

○ 人口増加や経済発展を続けるアジア諸国等では、今後、水需要の高まりが見込まれており、水

ビジネスの成長性が国際的に注目されている。厚生労働省では、日本の技術・経験をアジア等の

持続可能な成長のエンジンとして活用し、アジア等の成長を日本の成長に結実させることを目的

とした「水道インフラ輸出拡大調査・検討事業」を実施している。 

                                                                                

○ 日本の水道産業の海外展開を支援するため、東南アジア地域等の開発途上国を対象として、平

成 20 年度から、地方公共団体及び民間企業等が参加する現地セミナーや案件発掘のための現地

調査を実施し、日本の水道技術や企業を PR するとともに、現地の課題と日本の技術とのマッチ

ングを図っている。また、海外の水道プロジェクトの形成を支援するため、平成 23 年度から、

日本の水道事業者や水道経験者・水道専門家等と民間企業が共同で調査を行う案件発掘調査を実

施している。令和３年度は、カンボジア、ラオス、インドネシアの３か国においてこれらの調査

等を実施した。 

 

都道府県等に対する要請  

                                                                                

○ 水道産業の国際展開は、「水道インフラシステム輸出拡大調査・検討事業」として令和４年度

も実施する予定である。関心のある地方公共団体及び民間企業等におかれては積極的な参加をお願
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いする。 
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年度

立入検査事業数 指摘件数（延べ）

上水 用供
水道管理
業務受託者

計 文書 口頭

Ｈ２９ ３９ ５ ７ ５１ ９９ １９０

Ｈ３０ ４０ ２ １ ４３ １０１ ２１２

R １ ２２ ７ ５ ３４ ４９ １０５

R ２ ２４ ３ ４ ３１ ６９ ８５

R ３ ４ ０ ０ ４ １５ ２５

近年の立入検査実施状況

令和３年度 指摘件数の内訳

令和元年度 指摘内訳 文書 口頭

①資格等に関すること ０ ０

② 認可等に関すること ２ ３

③ 水道施設管理に関すること １ ６

④ 衛生管理に関すること １ ０

⑤ 水質検査に関すること ７ ０

⑥ 水質管理に関すること １ ２

⑦ 危機管理対策に関すること ０ １３

⑧ 情報提供等に関すること ０ ０

⑨ 資源・環境に関すること ３ １

⑩ その他 ０ ０

立入検査について

【 目 的 】

水道法第３９条第１項等の規定に基づき、水道（水道事業

及び水道用水供給事業の用に供する者に限る。）の布設及

び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を

強化することを目的に実施。

【 検査対象 】

・ 厚生労働大臣認可の水道事業及び水道用水供給事業

・ 水道管理業務受託者

・ 国が設置する専用水道

・ 水道施設運営権者

【 確認項目 】

需用者の安全・安心の確保に重点を置きつつ、主として水

道技術管理者の従事・監督状況等水道法に規定する事項の

遵守状況、自然災害やテロ等危機管理対策の状況等につい

て確認。

具体的には、①資格等に関すること、②認可等に関するこ

と、③水道施設管理に関すること、④衛生管理に関すること、

⑤水質検査に関すること、⑥水質管理に関すること、⑦危機

管理対策に関すること、⑧情報提供等に関すること、⑨資

源・環境に関すること、⑩その他を確認。

立入検査結果の公表等について

改善報告には、具体的な改善内容及び解消時期等を明記すること。

なお、報告内容によっては、改善報告の差し替えや、成果物の提出を求める。

指摘事項に対する改善が確認できるまで、毎年度、フォローアップを行う。

■指摘事項に対する改善報告

立入検査の結果は、厚生労働省水道課ホームページに掲載。

「厚生労働大臣認可事業者への指導監督に関する情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/jouhou/shidou/index.html

■立入検査結果の公表について

厚生労働省水道課ホームページで公表している立入検査の指摘結果を活用して、自らの水

道事業等の点検を行い、適正な水道事業の管理・運営に努めていただきたい。

■立入検査結果の活用について

立入検査で確認された好事例についても上記サイトに掲載（令和元年度実施分～）。
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＜日本企業の主な受注実績＞

カンボジアでの事例
現地調査（平成20年度、平成25年度）に参加した日本企業が、平成28年にJICA無償資金協力事業「カンポット市

上水道拡張計画」の施工を受注（約21億円）。

ベトナムでの事例
水道セミナー・現地調査（平成22年度）、案件発掘調査（平成25年度、平成26年度）に参加した日本企業が、平成30年にJICA無償

資金協力事業「ハイフォン市アンズオン浄水場改善計画」の施工を受注（他1社とのJVで約20億円）。

案件発掘調査

日本の民間企業と水道事業者等が共同して、対象国の
計画・案件を調査し、事業実施に向けて、日本の技術を
導入する方策を検討する。

水道セミナー・現地調査

日本の民間企業と水道事業者等が共同して、対象国の
政府や水道関係者に対する技術セミナーや調査を開催し、
現地の課題と日本の技術とのマッチングを図る。

水道産業の国際展開事業
東南アジア地域の開発途上国において、案件発掘の段階から官民（厚生労働省、地方自治体及び民間企業

等）が連携し、相手国との良好な関係構築を図りながら、日本の水道産業の国際展開を支援する取組を実施。

民間企業
施設の設計・建設、
高度な技術

地方自治体
水道事業の
運営ノウハウ

（参考①）水道産業の国際展開事業
水道セミナー・現地調査の実績

H20年度～R2年度実績：8か国において、セミナー27回、現地調査31回実施。

インド
H23 セミナー ：ライプール

現地調査：バドラプール、アンバルナス
H24 セミナー ：ゴア、プネ

現地調査：カラド、プネ

インドネシア
H23 現地調査：ジャカルタ、スマラン、プカンバル
H24 現地調査：ソロ市等地域、西ジャワ州
H25 現地調査：ブカシ、西ジャワ州 、ロンボック
H26 現地調査：デポック、ボゴール
H27 セミナー・

現地調査：カラワン県、グレシック県
H28 現地調査：ジャカルタ
H29 現地調査：バンダールランプン
H30 セミナー ：ジャカルタ

現地調査：ブカシ
R1  セミナー ：ジャカルタ

ベトナム
H21 セミナー ：ハノイ

現地調査：ハイフォン、ダナン、ハナム省
H22 セミナー ：ハイフォン

現地調査：ホーチミン、フエ、クァンニン省
H26 現地調査：ハイフォン、クァンニン省
H27 現地調査：ホーチミン、バリア・ブンタウ省

中国
H20 セミナー ：北京

現地調査：長興県
H21 現地調査：長興県、余姚

カンボジア
H20 セミナー ：プノンペン

現地調査：プレイベン、コンポンチュナン、コンポンスプー
H21 セミナー ：プノンペン
H22 セミナー ：プノンペン

現地調査：シェムリアップ、バッタンバン、シアヌークビル
H23 セミナー ：プノンペン
H24 セミナー ：プノンペン
H25  現地調査：プノンペン、カンダール
H28 セミナー ：プノンペン

現地調査：シェムリアップ
H29 セミナー・現地調査：プノンペン
H30 セミナー ：プノンペン

現地調査：タケオ州
R1  セミナー ：プノンペン

現地調査：ダック島、シェムリアップ
R2  セミナー ：オンライン開催

ラオス
H25 セミナー ：ビエンチャン

現地調査：ルアンパバン
H26 セミナー・

現地調査：ビエンチャン
H30 セミナー ：ビエンチャン

現地調査：ビエンチャン、
ボリカムサイ県

R1  セミナー ：ビエンチャン
現地調査：ビエンチャン

R2 セミナー ：オンライン開催

タイ
H27 セミナー・

現地調査：チャチューンサオ県、カンチャナブリ県
H28 現地調査：サラブリー県、アユタヤ県

ミャンマー
H29 セミナー・現地調査：ヤンゴン
H30 セミナー・現地調査：ヤンゴン
R1  セミナー：ヤンゴン
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（参考②）水道産業の国際展開事業
案件発掘調査の実績

H23年度～R2年度実績：7か国において、15回実施。

ベトナム／ハイフォン市
H23 ブロック配水システムの案件発掘調査
H24 工業団地専用水道維持管理業務の案件発掘調査

マレーシア／スランゴール州
H23 ポリシリカ鉄凝集剤への転換可能性調査

ラオス／ルアンパバン市
H24 環境共生型上下水道整備の案件発掘調査

アゼルバイジャン
H23 水質検査業務の案件発掘調査

ベトナム／ホーチミン市
H25 浄水場整備の案件発掘調査（乾期）
H26 浄水場整備の案件発掘調査（雨期）

ベトナム／バリア・ブンタウ省
H26 コン・ダオ県における上下水道整備の案件発掘調査

ミャンマー／エヤワディ管区
H25 浄水場整備の案件発掘調査
ミャンマー／セイチカナウント郡区
R1 常時給水等に向けた事業に係る案件発掘調査

スリランカ／コロンボ県
H27 配水コントロールシステムの案件発掘調査

インドネシア／ジャカルタ特別州、バンジャルマシン市
H28 取水場・浄水場・送配水管施設整備の案件発掘調査

インドネシア／ジャカルタ特別州、ブカシ市、バンテン州
H29 上水道施設整備、水道技術トレーニングセンターの案件発掘調査

インドネシア／中部スラウエシ州パル市
H30 水道システムの防災減災技術に関する案件発掘調査
インドネシア
R2 インドネシアにおけるPPP事業等に関するオンライン調査
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